
 津市心身障害児童福祉年金の支給に関する条例施行規則をここに公布する。  

  平成１８年３月３１日  

 

   津市長  松  田  直  久    

 

津市規則第２５３号  

   津市心身障害児童福祉年金の支給に関する条例施行規則  

 （趣旨）  

第１条  この規則は、津市心身障害児童福祉年金の支給に関する条例（平成１

８年津市条例第２７１号。以下「条例」という。）第１２条の規定に基づき、

条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （条例第２条第１項の規則で定める施設）  

第２条  条例第２条第１項の規則で定める施設は、次のとおりとする。  

(1) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する乳児院、児童養護

施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設又は重症心身障害児施設  

(2) 児 童 福 祉 法 に 規 定 す る 肢 体 不 自 由 児 施 設 又 は 重 症 心 身 障 害 児 施 設 に お

けると同様な治療等を行う同法に規定する指定医療機関  

(3) 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）に規定する知的障害者更

生施設又は知的障害者授産施設  

(4) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成１４年法

律第１６７号）の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設の

ぞみの園が設置する施設  

(5) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に規定する身体障害者

更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設  

(6) 独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関又は社会福祉法（昭和２

６年法律第４５号）第２条第３項第９号に規定する事業を行う施設であっ

て、進行性筋萎縮症者が入所し、必要な治療、訓練及び生活指導を行うも

の  

(7) 厚生労働省組織令（平成１２年政令第２５２号）に基づく国立保養所  

(8) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に規定する救護施設又は更生

施設  

(9) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定する病院又は診療所であっ

て、法令の規定に基づく命令（命令に準ずる措置を含む。）により入院し、

又は入所した者について治療等を行うもの  

 （認定申請）  
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第３条  保護者が心身障害児童福祉年金（以下「年金」という。）の受給資格の

認定を受けようとするときは、心身障害児童福祉年金受給資格認定申請書（第

１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

(1) 障害児及び保護者の住民票の写し  

(2) 身体障害者手帳若しくは療育手帳又は知的障害者福祉法第１２条に規定

する知的障害者更生相談所若しくは児童福祉法第１２条第１項に規定する

児童相談所の判定書  

 （認定及び通知）  

第４条  前条の規定による提出があった場合は、速やかに審査の上、その結果

を心身障害児童福祉年金受給資格認定通知書（第２号様式）又は心身障害児

童福祉年金受給資格申請却下通知書（第３号様式）により当該保護者に通知

するものとする。  

 （住所等の変更届）  

第５条  前条の規定により認定を受けた者（以下「受給者」という。）は、次の

各号のいずれかに該当するときは、心身障害児童福祉年金変更届（第４号様

式）を市長に提出しなければならない。  

(1) 受給者又は障害児の住所又は氏名を変更したとき。  

(2) 障害児の障害程度に変更があったとき。  

 （受給資格の喪失届）  

第６条  受給者は、条例第４条各号のいずれかに該当したことにより受給権を

喪失したときは、直ちに心身障害児童福祉年金受給資格喪失届（第５号様式）

を市長に提出しなければならない。  

 （年金の支給停止等）  

第７条  市長は、受給者が条例第５条各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、心身障害児童福祉年金支給停止通知書（第６号様式）により当該受給者

に通知するものとする。  

２  市長は、年金の支給の停止を受けた受給者が条例第５条各号のいずれにも

該当しなくなったと認めるときは、心身障害児童福祉年金支給停止解除通知

書（第７号様式）により当該受給者に通知するものとする。  

 （年金の返還命令）  

第８条  条例第８条の規定により年金の返還を命ずるときは、心身障害児童福

祉年金返還命令書（第８号様式）及び返還金の納入通知書により受給者に通

知するものとする。  

 （受診命令）  

第９条  条例第１１条の規定による障害の程度の判定に係る受診命令は、受診
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命令書（第９号様式）により行うものとする。  

 （委任）  

第１０条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

   附  則  

１  この規則は、平成１８年４月１日から施行する。  

２  次に掲げる規則は、廃止する。  

(1)  津 市 心 身 障 害 児 童 福 祉 年 金 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 ４ ３ 年 津 市 規 則 第 １ ５

号）  

(2) 久居市心身障害児童福祉年金条例施行規則（昭和５０年久居市規則第９

号）  

(3) 美 杉 村 心 身 障 害 児 福 祉 年 金 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 ４ ４ 年 美 杉 村 規 則 第 ４

号）  
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第１号様式（第３条関係） 

 

心身障害児童福祉年金受給資格認定申請書 

 

年  月  日  

 

  （あて先）津市長 

 

（〒     ）      

住 所             

申請者 氏 名          ㊞  

電 話             

 

  次のとおり心身障害児童福祉年金の受給資格の認定を申請します。 

住 所 
 

氏 名 
  

対象児との続柄
  

保

護

者 

生年月日 年   月   日 

ふりがな 

氏 名 

  
性 別 男 女 

生年月日       年    月    日  （  歳） 

障害発生時期  １ 出生時  ２ 出生後（  年  月ごろから） 

就学の状況 学校  
年在学

卒 業
  就学猶予   不就学 

障 害 名 
  

等 級 種  級 手帳番号 県第    号 

手

帳

記

載

事

項

身

体

障

害

者
交付年月日       年    月    日 

対

象

児 

障

害

の

状

況 知 能 指 数 

療育手帳(障害の程度) 

  

判定年月日 年   月   日

(注) 次の書類を必ず持参してください。 

   １ 心身障害児童及び保護者の住民票の写し 

    ２ 身体障害者手帳若しくは療育手帳又は知的障害者更生相談所若しくは児童相

談所の判定書 
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第２号様式（第４条関係） 

 

心身障害児童福祉年金受給資格認定通知書 

 

津市指令（記号番号）  

年  月  日  

 

  （氏 名） 様 

 

津市長 （氏 名） 印   

 

      年  月  日付けで申請のありました心身障害児童福祉年金の受給資格に

ついて、次のとおり認定したので、通知します。 

保 護 者 住 所   

保 護 者 氏 名 

  

対 象 児 氏 名 

  

認 定 番 号 

年 金 の 額 年   円（対象児１人につき）       

支 給 開 始 年 月 年    月 

支 給 期 年３回（４月、８月、１２月） 
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第３号様式（第４条関係） 

 

心身障害児童福祉年金受給資格申請却下通知書 

 

津市指令（記号番号）  

年  月  日  

 

  （氏 名） 様 

 

津市長 （氏 名） 印   

 

      年  月  日付けで申請のありました心身障害児童福祉年金の受給資格の

認定については、次の理由により受給資格を有しないと認定したので、通知します。 

理由 

教示 この通知書に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して

６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができます。 

    また、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６箇月以内に、津市を被告

として処分の取消しの訴えを提起することができます。 
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第４号様式（第５条関係） 

 

心身障害児童福祉年金変更届 

 

年  月  日  

 

  （あて先）津市長 

 

（〒     ）      

住 所             

受給者 氏 名          ㊞  

電 話             

 

  次のとおり変更したので届け出ます。 

対 象 児 氏 名 

  

旧住所 

住 所 変 更 

新住所 

旧氏名 

氏 名 変 更 

保 護 者

 

対 象 児 新氏名 

そ の 他 の 変 更 

  

変 更 年 月 日 
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第５号様式（第６条関係） 

 

心身障害児童福祉年金受給資格喪失届 

 

年  月  日  

 

  （あて先）津市長 

 

（〒     ）      

住 所             

受給者 氏 名          ㊞  

電 話             

 

  次のとおり、心身障害児童福祉年金の受給権を喪失したので届け出ます。 

障 害 者 氏 名 

  

喪 失 の 理 由 

 

  

該当する事

項の番号を

○で囲んで

ください。

  

１ 保護者でなくなった 

 

２ 市内に住所を有しなくなった 

 

３ 対象児が死亡した 

 

４ 対象児でなくなった 

 

５ その他（                  ） 

受 給 権 喪 失 
年 月 日 

年    月    日 
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第６号様式（第７条関係） 

 

心身障害児童福祉年金支給停止通知書 

 

津市指令（記号番号）  

年  月  日  

 

  （氏 名） 様 

 

津市長 （氏 名） 印   

 

  津市心身障害児童福祉年金の支給に関する条例第５条の規定に基づき、次のとおり心

身障害児童福祉年金の支給を停止します。 

支給停止の理由   

支給停止年月日         年   月   日 

支給した年金の

返 還 に つ い て

 １ 全額返還      円 

 ２ 一部返還      円 

     年  月分から  年  月分まで 

 ３ 返還を要しない。 

教示 この通知書に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して

６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができます。 

    また、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６箇月以内に、津市を被告

として処分の取消しの訴えを提起することができます。 
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第７号様式（第７条関係） 

 

心身障害児童福祉年金支給停止解除通知書 

 

津市指令（記号番号）  

年  月  日  

 

  （氏 名） 様 

 

津市長 （氏 名） 印   

 

       年  月  日付け津市指令（記号番号）で心身障害児童福祉年金の支給

を停止しましたが、次のとおり解除しますので、通知します。 

解 除 の 理 由   

解 除 年 月 日 年   月   日 

支給再開始年月 年   月 
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第８号様式（第８条関係） 

 

心身障害児童福祉年金返還命令書 

 

津市指令（記号番号）  

年  月  日  

 

  （氏 名） 様 

 

津市長 （氏 名） 印   

 

  津市心身障害児童福祉年金の支給に関する条例第８条の規定により、次のとおり年金

の返還を命じます。 

返 還 の 理 由   

返 還 額

                      円 

 

      年  月分から  年  月分まで 

返 還 期 限 年  月  日 

教示 この命令書に不服がある場合は、この命令書を受け取った日の翌日から起算して

６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができます。 

    また、この命令書を受け取った日の翌日から起算して６箇月以内に、津市を被告

として処分の取消しの訴えを提起することができます。 
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第９号様式（第９条関係） 

 

受 診 命 令 書 

 

津市指令（記号番号）  

年  月  日  

 

  （氏 名） 様 

 

津市長 （氏 名） 印   

 

  年金の支給上必要がありますので、次のとおり障害の程度について判定を受けること

を命じます。 

判定を受ける対象児の氏名   

判 定 を 受 け る 日 時   

判 定 を 受 け る 場 所   

判 定 を 受 け る 理 由   

 
（平成１８年３月３１日 掲示済） 
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 津市重度心身障害者等介護手当の支給に関する条例施行規則をここに公布す

る。  

  平成１８年３月３１日  

 

    津市長  松  田  直  久   

 

津市規則第２５４号  

   津市重度心身障害者等介護手当の支給に関する条例施行規則  

 （趣旨）  

第１条  この規則は、津市重度心身障害者等介護手当の支給に関する条例（平

成１８年津市条例第２７２号。以下「条例」という。）第１３条の規定に基づ

き、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （条例第２条第２項の規則で定める施設）  

第２条  条例第２条第２項の規則で定める施設は、次のとおりとする。  

(1) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する知的障害児施設、

肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設  

(2) 児童福祉法に規定する肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけ

ると同様な治療等を行う同法に規定する指定医療機関  

(3) 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）に規定する知的障害者更

生施設又は知的障害者授産施設  

(4) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成１４年法

律第１６７号）の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設の

ぞみの園が設置する施設  

(5) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に規定する身体障害者

更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設  

(6) 独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関又は社会福祉法（昭和２

６年法律第４５号）第２条第３項第９号に規定する事業を行う施設であっ

て、進行性筋萎縮症者が入所し、必要な治療、訓練及び生活指導を行うも

の  

(7) 厚生労働省組織令（平成１２年政令第２５２号）に基づく国立保養所  

(8) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に規定する救護施設又は更生

施設  

(9) 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に規定する養護老人ホーム、

特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム  

(10) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定する病院又は診療所であっ
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て法令の規定に基づく命令（命令に準ずる措置を含む。）により入院し、又

は入所した者について治療等を行うもの  

(11) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する介護保険施設、認知

症対応型共同生活介護の事業所又は特定施設入所者生活介護の事業所  

 （認定申請）  

第３条  介護者が重度心身障害者等介護手当（以下「手当」という。）の受給資

格の認定を受けようとするときは、重度心身障害者等介護手当受給資格認定

申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければな

らない。  

(1) 障害者及び介護者の住民票の写し  

(2) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は介護保険被保

険者証  

 （認定及び通知）  

第４条  前条の規定による提出があった場合は、速やかに審査の上、その結果

を重度心身障害者等介護手当受給資格認定通知書（第２号様式）又は重度心

身障害者等介護手当受給資格申請却下通知書（第３号様式）により当該介護

者に通知するものとする。  

 （住所等の変更届）  

第５条  前条の規定により認定を受けた者（以下「受給者」という。）は、次の

各号のいずれかに該当するときは、重度心身障害者等介護手当変更届（第４

号様式）を市長に提出しなければならない。  

(1) 受給者又は障害者の住所又は氏名を変更したとき。  

(2) 障害者の障害程度に変更があったとき。  

 （受給資格の喪失届）  

第６条  受給者は、条例第４条各号のいずれかに該当したことにより受給権を

喪失したときは、直ちに重度心身障害者等介護手当受給資格喪失届（第５号

様式）を市長に提出しなければならない。  

 （手当の支給停止等）  

第７条  市長は、受給者が条例第５条の規定に該当すると認めるときは、重度

心身障害者等介護手当支給停止通知書（第６号様式）により当該受給者に通

知するものとする。  

２  市長は、手当の支給の停止を受けた受給者が条例第５条の規定に該当しな

くなったと認めるときは、重度心身障害者等介護手当支給停止解除通知書（第

７号様式）により当該受給者に通知するものとする。  

 （手当の返還命令）  
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第８条  条例第８条の規定により手当の返還を命ずるときは、重度心身障害者

等介護手当返還命令書（第８号様式）及び返還金の納入通知書により受給者

に通知するものとする。  

 （現況届）  

第９条  条例第１０条の規定による届出は、重度心身障害者等介護手当受給資

格者現況届（第９号様式）により行うものとする。  

 （受診命令）  

第１０条  条例第１２条の規定による障害の程度の判定に係る受診命令は、受

診命令書（第１０号様式）により行うものとする。  

 （委任）  

第１１条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

   附  則  

１  この規則は、平成１８年４月１日から施行する。  

２  次に掲げる規則は、廃止する。  

(1) 津市重度心身障害者等介護手当の支給に関する条例施行規則（昭和４９

年津市規則第５１号）  

(2) 重度心身障害者等介護者に対する手当金支給に関する条例施行規則（平

成９年久居市規則第３号）  

(3) 河芸町重度心身障害者介護手当の支給に関する規則（昭和５０年河芸町

規則第５号）  

(4) 重度心身障害者等介護者に対する手当金支給に関する条例施行規則（平

成１３年香良洲町規則第１７号）  

(5) 美杉村重度障害者等介護者に対する手当金支給条例施行規則（昭和４４

年美杉村規則第３号）  
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第１号様式（第３条関係） 

 

重度心身障害者等介護手当受給資格認定申請書 

 

年  月  日  

 

  （あて先）津市長 

 

（〒      ）     

住 所             

申請者 氏 名          ㊞  

電 話             

 

  次のとおり重度心身障害者等介護手当の受給資格の認定を申請します。 

住 所   

氏 名   
障 害 者 と の

続 柄
  

介

護

者 

生 年 月 日 年  月  日 

氏 名   生 年 月 日  年  月  日

障 害 を 事 由 と

す る 他 の 給 付 
無 ・ 有（          ） 

施 設 入 所 無 ・ 有（          ） 

障

害

者 

障 害 状 況 

１ 身体障害者手帳 （  ）級  障害名（    ） 

２ 療育手帳 Ａ（  ） 

３ 精神障害者保健福祉手帳 （  ）級 

４ 介護認定 （  ） 

(注) 次の書類を必ず持参してください。 

   １ 障害者及び介護者の住民票の写し 

   ２ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は介護保険被保険者証 
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第２号様式（第４条関係） 

 

重度心身障害者等介護手当受給資格認定通知書 

 

津市指令（記号番号）  

年  月  日  

 

  （氏 名） 様 

 

津市長 （氏 名） 印   

 

 

      年  月  日付けで申請のありました重度心身障害者等介護手当の受給資

格について、次のとおり認定したので、通知します。 

介 護 者 住 所 

  

介 護 者 氏 名 

  

障 害 者 氏 名 

  

認 定 番 号 

  

手 当 の 額 

  

支 給 開 始 年 月         年       月 
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第３号様式（第４条関係） 

 

重度心身障害者等介護手当受給資格申請却下通知書 

 

津市指令（記号番号）  

年  月  日  

 

  （氏 名） 様 

 

津市長 （氏 名） 印   

 

 

      年  月  日付けで申請のありました重度心身障害者等介護手当の受給資

格の認定については、次のとおり受給資格を有しないことと認定しましたので、通知し

ます。 

理由 

教示 この通知書に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して

 ６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができます。 

   また、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６箇月以内に、津市を被告 

として処分の取消しの訴えを提起することができます。 
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第４号様式（第５条関係） 

 

重度心身障害者等介護手当変更届 

 

年  月  日  

 

 （あて先）津市長 

 

（〒      ）     

住 所             

受給者 氏 名          ㊞  

電 話             

 

 

  次のとおり、変更したので届け出ます。 

障 害 者 氏 名  

旧住所 

住 所 変 更 

新住所 

旧氏名 

氏 名 変 更 

保 護 者

障 害 者 新氏名 

そ の 他 の 変 更   

変 更 年 月 日   

 

 

 

 

 

 

 

76



第５号様式（第６条関係） 

 

重度心身障害者等介護手当受給資格喪失届 

 

年  月  日  

 

  （あて先）津市長 

 

（〒      ）     

住 所             

受給者 氏 名          ㊞  

電 話             

 

 

  次のとおり重度心身障害者等介護手当の受給権を喪失したので届け出ます。 

障 害 者 氏 名 

  

喪 失 の 理 由 

 

  

該当する事

項の番号を

○で囲んで

ください。

  

１ 介護者でなくなった 

 

２ 市内に住所を有しなくなった 

 

３ 障害者が死亡した 

 

４ 障害者でなくなった 

 

５ その他（                  ） 

受 給 権 喪 失 
年 月 日 

年    月    日 
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第６号様式（第７条関係） 

 

重度心身障害者等介護手当支給停止通知書 

 

津市指令（記号番号）  

年  月  日  

 

  （氏 名） 様 

 

津市長 （氏 名） 印   

 

 

  津市重度心身障害者等介護手当の支給に関する条例第５条の規定に基づき、次のとお

り重度心身障害者等介護手当の支給を停止します。 

支給停止の理由

  

支給停止年月日 年   月   日 

支給した手当の

返還について

１ 全額返還        円 

２ 一部返還        円 

   年  月分から  年  月分まで 

 ３ 返還を要しない 

教示 この通知書に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して

６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができます。 

   また、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６箇月以内に、津市を被告と

して処分の取消しの訴えを提起することができます。 
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第７号様式（第７条関係） 

 

重度心身障害者等介護手当支給停止解除通知書 

 

津市指令（記号番号）  

年  月  日  

 

  （氏 名） 様 

 

津市長 （氏 名） 印   

 

 

      年  月  日付け津市指令（記号番号）で重度心身障害者等介護手当の支

給を停止しましたが、次のとおり解除しますので、通知します。 

解 除 の 理 由

  

解 除 年 月 日 年   月   日 

支給再開始年月     年   月 
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第８号様式（第８条関係） 

 

重度心身障害者等介護手当返還命令書 

 

津市指令（記号番号）  

年  月  日  

 

  （氏 名） 様 

 

津市長 （氏 名） 印   

 

  津市重度心身障害者等介護手当の支給に関する条例第８条の規定により、次のとおり

手当の返還を命じます。 

返 還 の 理 由

  

返 還 額
                    円 

    年  月分から  年  月分まで 

返 還 期 限 年   月   日 

教示 この命令書に不服がある場合は、この命令書を受け取った日の翌日から起算して

６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができます。 

    また、この命令書を受け取った日の翌日から起算して６箇月以内に、津市を被告

として処分の取消しの訴えを提起することができます。 
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第９号様式（第９条関係） 

 

重度心身障害者等介護手当受給資格者現況届 

 

年  月  日  

 

  （あて先）津市長 

 

（〒      ）     

住 所             

受給者 氏 名          ㊞  

電 話             

 

  次のとおり現況を届け出ます。 

氏 名   年齢   

生 年 月 日 年    月    日   

住 所 

〒 

障

害

者 

電 話 番 号   

障害者の生活の状況 

 

１ 在宅 

 

２ 施設（老人ホーム、身体障害者施設等）に入所している

 

入所施設名                

 

入所年月日       年  月  日  

 

３ 病院又は老人保健施設に入院（所）している 

 

病院（施設）名              

 

入院（所）年月日    年  月  日  

 

４ その他 

 

   （                     ） 

 

備       考   

※ 記載内容は、８月１日現在で御記入ください。 
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第１０号様式（第１０条関係） 

 

受 診 命 令 書 

 

津市指令（記号番号）  

年  月  日  

 

  （氏 名） 様 

 

津市長 （氏 名） 印   

 

  手当の支給上必要がありますので、津市重度心身障害者等介護手当の支給に関する条

例第１２条の規定により、次のとおり障害の程度について判定を受ることを命じます。 

判定を受ける障害者の氏名 

  

判 定 を 受 け る 日 時 

  

判 定 を 受 け る 場 所 

  

判 定 を 受 け る 理由 

  

 
（平成１８年３月３１日 掲示済） 
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 津市職員の給与の支給に関する規則及び津市職員の特殊勤務手当の支給に関

する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成１８年３月３１日 

 

                      津市長 松 田 直 久 

 

津市規則第２５５号 

   津市職員の給与の支給に関する規則及び津市職員の特殊勤務手当の支給

に関する規則の一部を改正する規則 

 （津市職員の給与の支給に関する規則の一部改正） 

第１条 津市職員の給与の支給に関する規則（平成１８年津市規則第２６号）

の一部を次のように改正する。 

  別表第１中「、津市安芸美清掃センター事務長」を削る。 

 （津市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正） 

第２条 津市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則（平成１８年津市規則第

３２号）の一部を次のように改正する。 

  別表条例第５条に規定する手当の項勤務内容の欄第２号中「、安芸美清掃

センター」を削り、同欄第３号中「、河芸美化センター及び安芸美清掃セン

ター」を「及び河芸美化センター」に改め、同表条例第１８条に規定する手

当の項勤務内容の欄第２号中「、安芸美清掃センター」を削る。 

   附 則 

 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

  （平成１８年３月３１日 掲示済） 
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津市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

    平成１８年３月３１日 

 

                                            津市長 松 田 直 久 

 

津市規則第２５６号 

      津市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 津市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則（平成１８年津市規則第７４

号）の一部を次のように改正する。 

  附則に次の１項を加える。 

 （所得の制限に係る特例） 

５ 平成１８年４月１日から同年８月３１日までの診療に係る医療費の助成を

 行う場合における第４条第１項の規定の適用については、同項第３号及び第

 ４号中「児童手当法施行令」とあるのは「児童手当法施行令等の一部を改正

 する政令（平成１８年政令第１５５号）による改正前の児童手当法施行令」

 とする。  

  附 則 

 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。   

（平成１８年３月３１日 掲示済）  
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津 市 告 示 第 １ ５ ９ 号  

 地 方 税 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ２ ６ 号 ） 第 ４ １ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に

基 づ き 平 成 １ ８ 年 度 に 係 る 固 定 資 産 の 価 格 等 を 決 定 し 、同 法 第 ４ １ １

条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 固 定 資 産 課 税 台 帳 に 登 録 し た の で 、同 条 第 ２ 項

の 規 定 に よ り そ の 旨 を 告 示 す る 。                                

    平 成 １ ８ 年 ４ 月 ３ 日                                        

         

津 市 長  松  田  直  久  

    

（平成１８年４月３日 掲示済）  
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津市告示第１６０号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年４月４日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 撤去した年月日 平成１８年４月４日  
２ 保管期間 撤去日より１８０日間  
３ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年４月４日 掲示済）  
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津市告示第１６１号  
 美里コミュニティバスの使用料の徴収事務の一部を次の者に委託するの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定

により告示する。  
  平成１８年４月１日  
 

 
津市長 松 田 直 久  

 
名      称  所  在  地  
三重交通株式会社  津市中央１番１号  

（平成１８年４月１日 掲示済）  
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津市告示第１６２号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年４月５日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 撤去した年月日 平成１８年４月５日  
２ 保管期間 撤去日より１８０日間  
３ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年４月５日 掲示済）  
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